
○白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行規則 

平成１７年１月１日 

規則第５６号 

改正 平成２１年６月２９日規則第１１号 

平成２２年６月２５日規則第１３号 

平成２８年３月３１日規則第６号 

平成２９年６月１日規則第９号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例（平成１７年

白石町条例第１００号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（受給資格の申請） 

第２条 条例第６条の規定により受給資格の認定を受けようとする者は、ひとり親

家庭等医療費受給資格認定（更新）申請書（様式第１号）を提出しなければなら

ない。 

（受給資格の交付等） 

第３条 条例第７条の規定による受給資格証は、様式第２号による。 

２ 町長は、受給資格証を交付したときは、ひとり親家庭等医療費受給資格証交付

台帳（様式第３号）に登録しなければならない。 

３ 町長は、受給資格がないと認めたときは、ひとり親家庭等医療費受給資格認定

申請却下通知書（様式第４号）により、その旨を申請者に通知するものとする。 

４ 条例第７条第２項に規定する受給資格証の更新手続は、毎年８月１日から３１

日までに行わなければならない。 

５ 受給資格証の有効期間が満了したとき又は受給資格証に記載された受給資格証

のすべての者が受給資格を失ったときは、受給資格証を速やかに町長に返還しな

ければならない。 

（再交付） 

第４条 受給資格者は、受給資格証を破損し、又は亡失したときは、町長にひとり

親家庭等医療費受給資格証再交付申請書（様式第５号）により再交付を申請しな



ければならない。 

（給付の申請） 

第５条 条例第９条第１項に規定する申請をする場合は、ひとり親家庭等医療費助

成金申請書（様式第６号）を、高額医療費の適用を受ける者については、高額療

養費受給状況申出書（様式第７号）を併せて提出するものとする。 

２ 前項の申請は、医療を受けた日から起算して２年以内に行わなければならない。 

（給付の決定等） 

第６条 条例第９条第２項の規定により助成金を決定したときは、ひとり親家庭等

医療費助成金決定通知書（様式第８号）により、給付不適当と認めたときは、ひ

とり親家庭等医療費助成金却下通知書（様式第９号）により、申請者に通知する

ものとする。 

（届出） 

第７条 条例第１０条に規定する届出事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 受給者又は保護者等の住所及び氏名 

（２） 被保険者名 

（３） 保険者名又は組合名 

（４） 保険証の記号番号 

（５） 付加給付金の内容 

（６） 受給資格の該当要件 

（７） 前各号に掲げるもののほか、必要な事項 

２ 前各号に掲げる事項に係る届出は、ひとり親家庭等医療費受給資格変更届（様

式第１０号）により行わなければならない。 

３ 条例第１０条に規定する受給資格を失ったときの届出は、ひとり親家庭等医療

費受給資格喪失届（様式第１１号）により行わなければならない。 

（助成金の返還） 

第８条 条例第１１条の規定による助成金の返還通知は、ひとり親家庭等医療費助

成返還通知書（様式第１２号）により行うものとする。 

附 則 

（施行期日） 



１ この規則は、平成１７年１月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日の前日までに、合併前の白石町母子家庭等医療費の助成に

関する規則（平成５年白石町規則第１３号）、福富町ひとり親家庭等医療費の助

成に関する条例施行規則（平成５年福富町規則第１８号）又は有明町ひとり親家

庭等医療費の助成に関する条例施行規則（平成５年有明町規則第１３号）の規定

によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされ

たものとみなす。 

附 則（平成２１年６月２９日規則第１１号） 

（施行期日） 

１ この規則は、平成２１年１０月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 平成２１年１０月１日から平成２３年９月３０日までに行われた医療について

は、この規則による改正前の白石町ひとり親家庭等医療費助成に関する条例施行

規則に規定する様式を使用することができる。 

附 則（平成２２年６月２５日規則第１３号） 

この規則は、公布の日から施行し、改正後の白石町ひとり親家庭等医療費助成に

関する条例施行規則の規定は、平成２２年４月１日から適用する。 

附 則（平成２８年３月３１日規則第６号） 

この規則は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２９年６月１日規則第９号） 

この規則は、平成２９年８月１日から施行する。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



様式第１号（第２条関係） 

別紙１ 

様式第２号（第３条関係） 

様式第３号（第３条関係） 

様式第４号（第３条関係） 

様式第５号（第４条関係） 

様式第６号（第５条関係） 

様式第７号（第５条関係） 

様式第８号（第６条関係） 

様式第９号（第６条関係） 

様式第１０号（第７条関係） 

様式第１１号（第７条関係） 

様式第１２号（第８条関係） 

 


